
「経営サポート会議」

○経営サポート会議は、経営改善に取組む中小企業者と取引金融機関等の関係機関が意見交換を行うことで、中
小企業者の経営改善を促進することを目的としています。

○支援対象は、保証協会の保証利用先で、複数の金融機関と与信取引があり、金融機関間での金融調整(返済緩

和等)に困難を伴う中小企業者です。

※案件に応じて、中小企業活性化協議会等と連携し、案件を引き継ぐことも検討します。
※事務局への開催要請は口頭で構いません。なお、会議開催前に関係機関に対し経営改善計画等資料を配布してください。
お問い合わせ先 青森県信用保証協会 TEL 創業･経営支援課：:017-723-1354

青森営業所：017-723-1353 弘前支所：0172-32-1331 八戸支所：0178-24-6181
五所川原支所：0173-35-4121 十和田支所：0176-23-4331 むつ支所：0175-22-1204

中小企業者の負荷（中小企業者が経営改善計画を策定し、金融調整をしていく過程において、複数の金融機関と
の調整に多大なコスト、時間を要する等）を低減し、経営改善を先送りせず、関係者が迅速に中小企業者の支援
に向けた方向性について意見交換する枠組みです。

※常設の会議体としてではなく、個別中小企業者の支援のため、事務局（青森県信用保証協会）を軸に、当該個別中小企
業者と関係者が集まる枠組み（バンクミーティング）。

流れ（イメージ） 参加者：中小企業者、金融機関（メイン行、関係金融機関）、信用保証協会等

中小企業者or認定支援機

関の要請により、事務局が
関係者に対し経営サポート
会議(バンクミーティング)へ
の参加要請を行う

経営サポート会議におい
て中小企業者と関係金融
機関等が意見交換を実施

各金融機関は会議の内容を
一旦持ち帰り、自らの判断の
下に対応方針（条件変更等）
を決定

事務局は、関係者の日程
調整、会場手配等を行いま
す

・中小企業者が策定した事業計画書を
基に、中小企業者or認定支援機関が
取引金融機関等に対して説明し支援
要請を行い、意見交換を実施します

・計画について合意形成は行いません


